
　　　　　　　　　主　　　　文

１　原判決中別紙処分目録１，２及び３記載の各賦課決定に関する部分を破棄する。

２　前項の部分につき被上告人の控訴を棄却する。

３　訴訟の総費用はこれを２５分し，その１を上告人の，その余を被上告人の負担

とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人山崎潮ほかの上告受理申立て理由について

　１　本件は，被上告人が，その大半の出資持分を有する有限会社に無利息で金銭

を貸し付けたところ，上告人から所得税法（平成１３年法律第６号による改正前の

もの）１５７条の規定（以下「本件規定」という。）を適用され，利息相当分の雑

所得があるとして平成元年分から同３年分までの所得税の増額更正及びこれらに係

る過少申告加算税賦課決定を受けたため，利息相当分が上記更正前の税額の計算の

基礎とされていなかったことについて国税通則法６５条４項にいう正当な理由があ

るなどと主張して，上記各賦課決定の取消しを求める事案である。

　２　原審の適法に確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。

　(1)　有限会社Ｄ興産（以下「Ｄ興産」という。）は，昭和６３年１１月に設立

された法人税法（平成１５年法律第８号による改正前のもの）２条１０号に規定す

る同族会社であり，被上告人は，昭和６３年１２月末日において，その資本金の９

８％に相当する出資持分を有するとともに，平成４年８月のＤ興産の解散に至るま

で，その代表者である取締役であった。

　(2)　被上告人は，店頭売買登録銘柄である株式会社Ｅの発行済株式総数５８８

８万株中４３２５万２０００株を有していたが，平成元年３月１０日，Ｄ興産に対

し，証券会社５社を介した場外取引により，そのうち３０００万株（以下「本件株

式」という。）を代金３４５０億円で売却した。
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　(3)　被上告人は，上記代金の精算日である同月１５日，銀行４行から３４５５

億２２００万円を年利３．３７５％で借り入れて，Ｄ興産に対し，うち３４５５億

２１７７万５０００円を，返済期限及び利息を定めず，担保を徴することもないま

ま貸し付けた（以下「本件貸付け」という。）。

　Ｄ興産は，同日，前記各証券会社に対し，前記代金３４５０億円及び手数料５億

２１７７万５０００円を支払い，上記各社は，同日，被上告人に対し，同代金から

手数料５億２１０６万２５００円及び有価証券取引税１８億９７５０万円を控除し

た残額３４２５億８１４３万７５００円を支払った。

　被上告人は，同日，前記各銀行に対し，前記借入金３４５５億２２００万円及び

これに対する利息３１９４万９１４９円を弁済した。

　その結果，本件貸付けが無利息，無期限のままの状態で残存することとなった。

　(4)　Ｄ興産は，収益のほとんどが本件株式の配当収入であり，実質的な営業活

動を行っていなかった。

　(5)　被上告人の顧問税理士等の税務担当者は，税務当局が個人から法人への無

利息貸付けに所得税を課さない旨の見解を採っていると解していたため，被上告人

の平成元年分から同３年分までの所得税については，雑所得を０円とする申告がさ

れたが，上告人は，同４年６月１８日，本件規定を適用して，本件貸付けによって

被上告人に利息相当分に係る雑所得が生じたと認定し，上記各年分の所得税の増額

更正をするとともに，これらに係る過少申告加算税賦課決定をした。

　(6)　前職及び現職の東京国税局税務相談室長が編集した「昭和５８年版・税務

相談事例集」には，会社が代表者から運転資金として無利息で金銭を借り受けたと

いう設例について，所得税法上，別段の定め（同法５９条等）のあるものを除き，

担税力の増加を伴わないものについては課税の対象とならないとして，参照条文と

して同法３６条１項を挙げた上で，代表者個人に所得税が課税されることはない旨
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の記述がある。また，東京国税局直税部長が監修し，同局法人税課長が編集した「

回答事例による法人税質疑応答集」（昭和５５年３月発行）及び「昭和５９年版・

回答事例による法人税質疑応答集」には，会社が業績悪化のため資金繰りに困って

代表者から運転資金として５００万円を無利息で借り入れたという設例について，

所得税の課税の対象となる収入金額とは「収入すべき金額」（所得税法３６条１項）

とされており，無利息で金銭の貸付けをした代表者は，経済的利益を受けていない

から所得税の申告をする必要がない旨の記述がある。

　これらの各解説書（以下「本件各解説書」という。）には，編者，推薦者及び監

修者が官職名を付して表示され，各巻頭の「推薦のことば」，「監修のことば」等

には，その内容が，東京国税局税務相談室その他の税務当局に寄せられた相談事例

及び職務執行の際に生じた疑義について回答と解説を示すものである旨の記載があ

る。また，本件各解説書の各巻末には，その発行者である財団法人大蔵財務協会が

大蔵省の唯一の総合外郭団体であり，財務，税務行政の改良，発達及びこれに関す

る知識の普及という使命に基づいて出版活動を続けている旨の記載がある。

　(7)　会計ジャーナル昭和５０年９月号には，株主の同族会社に対する無利息貸

付けについて，所得税法上の収入金額の概念として利息収入の認定を考えるのは困

難で，そのためにはおそらく本件規定の発動を要するであろうという大学教授，公

認会計士，大蔵省主税局及び国税庁の職員等を構成員とする注解所得税法研究会の

私的見解が記載されている。

　(8)　裁判例としては，同族会社に対して主たる株主がした多額の金銭の無利息

貸付けにつき，通常収受すべき利息債権の免除と同一の効果を上げたものであり，

これを放置すれば同株主の所得税の負担を不当に減少させる結果となるとして，本

件規定と同趣旨の旧所得税法（昭和４０年法律第３３号による改正前のもの）６７

条１項の規定を適用してされた更正処分を適法であると判断した東京地裁昭和４７
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年（行ウ）第２３号の１同５５年１０月２２日判決・訟務月報２７巻３号５６８頁

があった。

　３　原審は，上記事実関係等の下において，次のとおり判断して，別紙処分目録

１，２及び３記載の各賦課決定（以下「本件各決定」という。）を取り消した。

　(1)　本件貸付けは，多額の金員を無利息，無期限，無担保で貸し付けたもので

あり，独立かつ対等で相互に特殊関係のない当事者間では通常行われない不合理，

不自然な経済的活動であり，これによって被上告人の得べかりし利息相当分の収入

の発生が抑制されることになる。営利法人であるＤ興産としては，その資産の大半

である本件株式を何らかの形で運用することが通常予想されるのであるから，被上

告人がその経営責任を果たすために無利息貸付けを実行した等の特段の事情を認め

ることもできない。したがって，上告人が本件貸付けに本件規定を適用したことに

違法はない。もっとも，平成２年分及び同３年分の所得税については，雑所得の算

定に一部誤りがあり，別紙処分目録５①及び６①記載の各更正は違法であるが，同

目録４，５②及び６②記載の各更正は適法であるから，これにより，被上告人の納

付すべき所得税額が増加した。

　(2)　しかし，本件各解説書の各巻頭の「推薦のことば」，「監修のことば」等

の記載は，税務当局の業務ないし編者等の税務当局勤務者の職務と本件各解説書の

内容との密接な関連性をうかがわせるものであるから，税務に携わる者がその編者

等や発行者から判断して，その記載内容が税務当局の見解を反映したものと認識し

，税務当局が個人から法人への無利息貸付けに所得税を課さない見解を採るものと

解することは，無理からぬところである。そして，被上告人の顧問税理士等の税務

担当者において，税務当局が上記見解を採るものと解したことをもって，単なる法

解釈についての不知又は誤解であるということはできないから，前記得べかりし利

息相当分が更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法
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６５条４項にいう正当な理由がある。したがって，本件各決定は違法である。

　４　しかしながら，原審の上記３(2)の判断は是認することができない。その理

由は，次のとおりである。

　本件規定は，同族会社において，これを支配する株主又は社員の所得税の負担を

不当に減少させるような行為又は計算が行われやすいことにかんがみ，税負担の公

平を維持するため，株主又は社員の所得税の負担を不当に減少させる結果となると

認められる行為又は計算が行われた場合に，これを正常な行為又は計算に引き直し

て当該株主又は社員に係る所得税の更正又は決定を行う権限を税務署長に認めたも

のである。このような規定の趣旨，内容からすれば，株主又は社員から同族会社に

対する金銭の無利息貸付けに本件規定の適用があるかどうかについては，当該貸付

けの目的，金額，期間等の融資条件，無利息としたことの理由等を踏まえた個別，

具体的な事案に即した検討を要するものというべきである。そして，【要旨】前記

事実関係等によれば，本件貸付けは，３４５５億円を超える多額の金員を無利息，

無期限，無担保で貸し付けるものであり，被上告人がその経営責任を果たすために

これを実行したなどの事情も認め難いのであるから，不合理，不自然な経済的活動

であるというほかはないのであって，税務に携わる者としては，本件規定の適用の

有無については，上記の見地を踏まえた十分な検討をすべきであったといわなけれ

ばならない。

　他方，本件各解説書は，その体裁等からすれば，税務に携わる者においてその記

述に税務当局の見解が反映されていると受け取られても仕方がない面がある。しか

しながら，その内容は，代表者個人から会社に対する運転資金の無利息貸付け一般

について別段の定めのあるものを除きという留保を付した上で，又は業績悪化のた

め資金繰りに窮した会社のために代表者個人が運転資金５００万円を無利息で貸し

付けたという設例について，いずれも，代表者個人に所得税法３６条１項にいう収
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入すべき金額がない旨を解説するものであって，代表者の経営責任の観点から当該

無利息貸付けに社会的，経済的に相当な理由があることを前提とする記述であると

いうことができるから，不合理，不自然な経済的活動として本件規定の適用が肯定

される本件貸付けとは事案を異にするというべきである。そして，当時の裁判例等

に照らせば，被上告人の顧問税理士等の税務担当者においても，本件貸付けに本件

規定が適用される可能性があることを疑ってしかるべきであったということができ

る。

　そうすると，前記利息相当分が更正前の税額の計算の基礎とされていなかったこ

とについて国税通則法６５条４項にいう正当な理由があったとは認めることができ

ない。�

　以上によれば，本件各決定は適法であり，原審の前記判断には，判決に影響を及

ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり，原判決中本件各決定に

関する部分は破棄を免れない。そして，同部分について請求を棄却した第１審判決

は正当であるから，同部分に対する被上告人の控訴を棄却すべきである。

　よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官　藤田宙靖　裁判官　金谷利廣　裁判官　濱田邦夫　裁判官　上田

豊三)

�

（別紙）

処分目録

上告人が平成４年６月１８日に被上告人に対してした次の各課税処分

１　平成元年分所得税に係る過少申告加算税賦課決定（審査裁決により一部取り消

された後のもの）

２　平成２年分所得税に係る過少申告加算税賦課決定（平成１６年５月１８日付け
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変更決定による変更後のもの）

３　平成３年分所得税に係る過少申告加算税賦課決定（平成１６年５月１８日付け

変更決定による変更後のもの）

４　平成元年分所得税に係る更正（審査裁決により一部取り消された後のもの）

５　平成２年分所得税に係る更正

①　同更正のうち税額８４億８３７４万１９００円を超える部分

②　同更正のうち税額８４億８３７４万１９００円以下の部分

６　平成３年分所得税に係る更正

①　同更正のうち税額８６億７６０８万４４００円を超える部分

②　同更正のうち税額８６億７６０８万４４００円以下の部分
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